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公布された規則のあらまし

◇破産法の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

１ 破産法の施行に伴い､ 次に掲げる規則について､ 所要の規定の整備を行うこととした｡

(１) 介護福祉士等修学資金貸与規則

(２) へき地勤務医師等修学資金貸付規則

(３) 理学療法士等修学資金貸付規則

(４) 看護職員修学資金貸付規則

(５) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則

(６) 消費生活協同組合法施行細則

(７) 鳥取県消費生活協同組合資金貸付規則

(８) 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(９) 鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則

(10) 鳥取県農業改良資金貸付規則

(11) 鳥取県漁業研修支援資金貸付規則

(12) 水産業協同組合法施行規則

(13) 鳥取県採石条例施行規則

(14) 鳥取県砂利採取条例施行規則

２ この規則は､ 平成17年１月１日から施行することとした｡

◇鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

１ 趣旨 (第１条関係)

この規則は､ 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関し､ 必要な事項

を定めるものとすることとした｡

２ 指定管理者の指定等の公表 (第２条関係)

(１) 知事等は､ 指定管理者を指定したときは､ 当該指定を受けた者の名称､ 主たる事務所の所在地及び
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代表者の氏名を報道機関に対する資料の提供､ 県公報又は県の広報紙への登載その他の方法 (以下 ｢資

料提供等｣ という｡) により公表するものとすることとした｡

(２) 知事等は､ 指定管理者の指定を取り消したときは､ 当該指定を取り消された者への名称､ 主たる事

務所の所在地及び代表者の氏名を資料提供等により公表するものとすることとした｡

３ 変更の届出 (第３条関係)

(１) 指定管理者は､ その名称､ 主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは､ 遅滞なく､ その旨

を知事等に届け出なければならないこととした｡

(２) 知事等は､ (１)の届出があったときは､ その内容を資料提供等により公表するものとすることとし

た｡

４ 監事の設置 (第４条関係)

指定管理者 (地方公共団体を除く｡) は､ 当該指定管理者の業務の執行及び財産の状況の監査を職務と

する理事以外の役員の職にある２人以上の者 (役員に準ずる職にある者を含む｡) に､ 次に掲げる職務を

行わせるものとすることとした｡

ア 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産及び業務の執行に係る状況を監査す

ること｡

イ 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産の状況又は業務の執行について､ 法

令､ 定款若しくは寄附行為 (これらに相当するものを含む｡) に違反し､ 又は著しく不当な事項があ

ると認めるときは､ 指定管理者の総会等及び知事等へ報告すること｡

ウ イの報告をするために必要があると認めるときは､ 指定管理者の総会等の招集を請求し､ 又はこれ

を招集すること｡

５ この規則は､ 公布の日から施行することとした｡

◇労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

１ 次に掲げる規則について所要の規定の整備を行うこととした｡ (第１条～第７条関係)

(１) 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則

(２) 鳥取県地方労働委員会事務局組織規程

(３) 鳥取県行政組織規則

(４) 鳥取県予算規則

(５) 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例等に基づく事務の一部を地方労働委員会に委任

する規則

(６) 鳥取県会計規則

(７) 鳥取県物品事務取扱規則

２ その他所要の規定の整備を行うこととした｡

３ この規則は､ 平成17年１月１日から施行することとした｡

◇現業職員就業規則及び現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

１ 現業職員就業規則の一部改正関係

(１) 現業職員の修学部分休業については､ 非現業職員に係る修学部分休業の制度の適用を受ける者の例

によるものとすることとした｡ (新第４条関係)

(２) その他所要の規定の整備を行うこととした｡

２ 現業職員の給与に関する規則の一部改正関係

(１) 現業職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与については､ 非現業職員に係る修学

部分休業の制度の適用を受ける者の例によることとした｡ (新第８条関係)

(２) その他所要の規定の整備を行うこととした｡
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３ この規則は､ 公布の日から施行することとした｡

◇鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則

１ 県土整備部に新たに市瀬地区生活安定推進室を設けることとし､ その所掌事務を定めることとした｡

(第６条､ 第13条関係)

２ この規則は､ 平成17年１月１日から施行することとした｡

規 則

破産法の施行に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する｡

平成16年12月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第90号

破産法の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

(介護福祉士等修学資金貸与規則の一部改正)

第１条 介護福祉士等修学資金貸与規則 (平成５年鳥取県規則第50号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(へき地勤務医師等修学資金貸付規則の一部改正)

第２条 へき地勤務医師等修学資金貸付規則 (昭和50年鳥取県規則第44号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡
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改 正 後 改 正 前

(届出)

第15条 略

２ 略

３ 借受者は､ 連帯保証人が死亡し､ 又は連帯保証人

に破産手続開始の決定等連帯保証人として適当でな

い事由が生じたときは､ 新たに連帯保証人を立て､

様式第21号による届出書を知事に提出しなければな

らない｡

(届出)

第15条 略

２ 略

３ 借受者は､ 連帯保証人が死亡し､ 又は連帯保証人

に破産宣告等連帯保証人として適当でない事由が生

じたときは､ 新たに連帯保証人をたて､ 様式第21号

による届出書を知事に提出しなければならない｡

改 正 後 改 正 前



(理学療法士等修学資金貸付規則の一部改正)

第３条 理学療法士等修学資金貸付規則 (昭和49年鳥取県規則第23号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(看護職員修学資金貸付規則の一部改正)

第４条 看護職員修学資金貸付規則 (昭和37年鳥取県規則第69号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡
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(届出)

第13条 修学生は､ 次の各号のいずれかに該当すると

きは､ 直ちに該当各号に掲げる書類を知事に提出し

なければならない｡

(１)～(10) 略

２ 略

３ 修学生は､ 連帯保証人が死亡したとき､ 又は破産

手続開始の決定等連帯保証人として適当でない理由

が生じたときは､ 新たに連帯保証人を立て､ 連帯保

証人変更届 (様式第17号) を知事に提出しなければ

ならない｡

(届出)

第13条 修学生は､ 次の各号の一に該当するときは､

直ちに該当各号に掲げる書類を知事に提出しなけれ

ばならない｡

(１)～(10) 略

２ 略

３ 修学生は､ 連帯保証人が死亡したとき､ 又は破産

宣告等連帯保証人として適当でない理由が生じたと

きは､ 新たに連帯保証人をたて､ 連帯保証人変更届

(様式第17号) を知事に提出しなければならない｡

改 正 後 改 正 前

(届出)

第13条 略

２ 略

３ 修学生は､ 連帯保証人が死亡したとき､ 又は破産

手続開始の決定等連帯保証人として適当でない理由

が生じたときは､ 新たに連帯保証人を立て､ 連帯保

証人変更届 (様式第18号) を知事に提出しなければ

ならない｡

(届出)

第13条 略

２ 略

３ 修学生は､ 連帯保証人が死亡したとき､ 又は破産

宣告等連帯保証人として適当でない理由が生じたと

きは､ 新たに連帯保証人をたて､ 連帯保証人変更届

(様式第18号) を知事に提出しなければならない｡

改 正 後 改 正 前

(届出)

第17条 修学生は､ 次の各号のいずれかに該当すると

きは､ 直ちに当該各号に掲げる書類を知事に提出し

なければならない｡

(１)～(11) 略

２ 略

３ 修学生は､ 連帯保証人が死亡したとき､ 又は破産

手続開始の決定等連帯保証人として適当でない理由

(届出)

第17条 修学生は､ 次の各号の一に該当するときは､

直ちに当該各号に掲げる書類を知事に提出しなけれ

ばならない｡

(１)～(11) 略

２ 略

３ 修学生は､ 連帯保証人が死亡したとき､ 又は破産

宣告等連帯保証人として適当でない理由が生じたと



(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則の一部改正)

第５条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則 (平成14年鳥取県規則第

70号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡
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が生じたときは､ 新たに連帯保証人を立て､ 連帯保

証人変更届 (様式第20号) を知事に提出しなければ

ならない｡

きは､ 新たに連帯保証人をたて､ 連帯保証人変更届

(様式第20号) を知事に提出しなければならない｡

改 正 後 改 正 前

様式第１号 (第２条関係)

第一種フロン類回収業

第二種特定製品引取業 廃業等届出書

第二種フロン類回収業

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

(法人にあっては､ 所

在地)

届出者 氏 名 印○

(法人にあっては､ 名

称及び代表者の氏名)

第一種フロン類回収業

第二種特定製品引取業 の廃業等をしたので､ 特定

第二種フロン類回収業

製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に

関する法律

第15条第１項

第28条において準用する同法第15条第１項

第33条第１項において準用する同法第15条第１項

の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

様式第１号 (第２条関係)

第一種フロン類回収業

第二種特定製品引取業 廃業等届出書

第二種フロン類回収業

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

(法人にあっては､ 所

在地)

届出者 氏 名 印○

(法人にあっては､ 名

称及び代表者の氏名)

第一種フロン類回収業

第二種特定製品引取業 の廃業等をしたので､ 特定

第二種フロン類回収業

製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に

関する法律

第15条第１項

第28条において準用する同法第15条第１項

第33条第１項において準用する同法第15条第１項

の規定により次のとおり届け出ます｡

略 略

廃

業

等

死亡

法人の合併による消滅

法人の破産手続開始の決定による解散

廃

業

等

死亡

法人の合併による消滅

法人の破産による解散



(消費生活協同組合法施行細則の一部改正)

第６条 消費生活協同組合法施行細則 (昭和23年鳥取県規則第73号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県消費生活協同組合資金貸付規則の一部改正)

第７条 鳥取県消費生活協同資金貸付規則 (昭和29年鳥取県規則第10号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
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の

内

容

法人の合併及び破産手続開始の決定以外の理

由による解散

廃業

の

内

容

法人の合併及び破産以外の理由による解散

廃業

略 略

注 略 注 略

改 正 後 改 正 前

(諸届)

第５条 組合は､ 次の場合において､ 遅滞なく知事に

届け出なければならない｡ この場合において､ 第６

号から第10号までの場合はその理由を記載しなけれ

ばならない｡

(１) 略

(２) 選任､ 解任､ 任期満了､ 辞任その他の事由に

より､ 理事又は監事の氏名又は住所に変更のあっ

たとき｡

(３)～(７) 略

(８) 民法第70条の規定により破産手続開始の申立

てを行い又は破産手続開始の決定を受けたとき｡

(９)及び(10) 略

(諸届)

第５条 組合に次の場合において､ 遅滞なく知事に届

け出なければならない｡ 但し､ 第６号乃至第10号の

場合はその理由を記載しなければならない｡

(１) 略

(２) 選任､ 解任､ 任期満了､ 辞任その他の事由に

因り､ 理事又は監事の氏名又は住所に変更のあっ

たとき｡

(３)～(７) 略

(８) 民法第70条の規定により破産宣告の請求をな

し又は破産の宣告を受けたとき｡

(９)及び(10) 略

改 正 後 改 正 前

(届出)

第11条 貸付決定の通知を受けた組合が次の各号のい

ずれかに該当するときは､ 直ちに知事に届け出ると

ともにその指示を受けなければならない｡

(１)～(６) 略

(７) 仮差押､ 仮処分､ 強制執行等を受け若しくは

破産手続開始の申立てをしたとき｡

(届出)

第11条 貸付決定の通知を受けた組合が次の各号の一

に該当するときは､ 直ちに知事に届け出るとともに

その指示を受けなければならない｡

(１)～(６) 略

(７) 仮差押､ 仮処分､ 強制執行等を受け若しくは

破産の申立をしたとき｡



第８条 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則 (昭和37年鳥取県規則第70号) の一部を次のように

改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の一部改正)

第９条 鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則 (昭和63年鳥取県規則第31号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県農業改良資金貸付規則の一部改正)

第10条 鳥取県農業改良資金貸付規則 (平成14年鳥取県規則第96号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日 �

改 正 後 改 正 前

(保証人)

第６条 略

２及び３ 略

４ 入居者は､ 保証人を変更しようとする場合又は次

の各号のいずれかに該当することとなった場合は､

速やか県営住宅入居者保証人変更承認申請書 (様式

第８号) を知事に提出し､ その承認を受けなければ

ならない｡

(１)～(３) 略

(４) 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき｡

５ 略

(保証人)

第６条 略

２及び３ 略

４ 入居者は､ 保証人を変更しようとする場合又は次

の各号のいずれかに該当することとなった場合は､

速やか県営住宅入居者保証人変更承認申請書 (様式

第８号) を知事に提出し､ その承認を受けなければ

ならない｡

(１)～(３) 略

(４) 保証人が破産の宣告を受けたとき｡

５ 略

改 正 後 改 正 前

(届出)

第19条 貸付決定者等は､ 貸付金の償還が完了するま

での間､ 次の各号のいずれかに該当する場合には､

速やかに､ 書面をもってその旨を知事に届け出て､

その指示を受けなければならない｡

(１)及び(２) 略

(３) 借主又は連帯保証人が後見開始若しくは保佐

開始の審判又は破産手続開始の決定を受けたとき｡

(４)～(７) 略

２ 略

(届出)

第19条 貸付決定者等は､ 貸付金の償還が完了するま

での間､ 次の各号の一に該当する場合には､ 速やか

に､ 書面をもってその旨を知事に届け出て､ その指

示を受けなければならない｡

(１)及び(２) 略

(３) 借主又は連帯保証人が後見開始若しくは保佐

開始の審判又は破産の宣告を受けたとき｡

(４)～(７) 略

２ 略

改 正 後 改 正 前

様式第１号 (第11条関係) 様式第１号 (第11条関係)



(鳥取県漁業研修支援資金貸付規則の一部改正)

第11条 鳥取県漁業研修支援資金貸付規則 (平成12年鳥取県規則第96号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日�

(表面)

略

(裏面)

特 約 条 項

(一時償還)

第１条 農業改良資金の貸付けを受けた者 (以下 ｢乙｣

という｡) は､ 鳥取県 (以下 ｢甲｣ という｡) が次の

各号のいずれかに該当すると認め､ 一時償還の請求

をしたときには､ 償還期限 (分割支払の場合の各期

日を含む｡ 以下同じ｡) にかかわらず､ 直ちに債務

の全部又は一部を弁済する｡

(１)～(４) 略

(５) 乙につき仮差押え､ 差押えの申請若しくは競

売の申立てがあったとき､ 又は破産手続開始､ 民

事再生手続開始､ 会社整理開始若しくは会社更生

手続開始の申立てがあったとき｡

(６)～(11) 略

第２条～第14条 略

様式第９号 (第32条関係)

(表面)

略

(裏面)

特 約 条 項

第１条 略

(一時償還)

第２条 乙は､ 甲が次の各号のいずれかに該当すると

認め､ 一時償還の請求をした場合には､ 償還期限

(分割支払の各支払期日を含む｡ 以下同じ｡) にかか

わらず､ 直ちに債権の全部又は一部を弁済する｡

(１)～(４) 略

(５) 乙につき仮差押え､ 差押えの申請若しくは競

売の申立てがあったとき､ 又は破産手続開始若し

くは再生手続開始の申立てがあったとき｡

(６)～(10) 略

第３条～第11条 略

(表面)

略

(裏面)

特 約 条 項

(一時償還)

第１条 農業改良資金の貸付けを受けた者 (以下 ｢乙｣

という｡) は､ 鳥取県 (以下 ｢甲｣ という｡) が次の

各号のいずれかに該当すると認め､ 一時償還の請求

をしたときには､ 償還期限 (分割支払の場合の各期

日を含む｡ 以下同じ｡) にかかわらず､ 直ちに債務

の全部又は一部を弁済する｡

(１)～(４) 略

(５) 乙につき仮差押え､ 差押えの申請若しくは競

売の申立てがあったとき､ 又は破産､ 民事再生手

続開始､ 会社整理開始若しくは会社更生手続開始

の申立があったとき｡

(６)～(11) 略

第２条～第14条 略

様式第９号 (第32条関係)

(表面)

略

(裏面)

特 約 条 項

第１条 略

(一時償還)

第２条 乙は､ 甲が次の各号のいずれかに該当すると

認め､ 一時償還の請求をした場合には､ 償還期限

(分割支払の各支払期日を含む｡ 以下同じ｡) にかか

わらず､ 直ちに債権の全部又は一部を弁済する｡

(１)～(４) 略

(５) 乙につき仮差押え､ 差押えの申請若しくは競

売の申立てがあったとき､ 又は破産若しくは再生

手続開始の申立てがあったとき｡

(６)～(10) 略

第３条～第11条 略

改 正 後 改 正 前



(水産業協同組合法施行規則の一部改正)

第12条 水産業協同組合法施行規則 (昭和24年鳥取県規則第109号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県採石条例施行規則の一部改正)

第13条 鳥取県採石条例施行規則 (平成16年鳥取県規則第19号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県砂利採取条例施行規則の一部改正)

第14条 鳥取県砂利採取条例施行規則 (平成16年鳥取県規則第20号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日 �

(届出)

第15条 略

２ 略

３ 借受者は､ 連帯保証人が死亡したとき又は破産手

続開始の決定を受けたことその他連帯保証人として

適当でない理由が生じたときは､ 新たに連帯保証人

を立て､ 漁業研修支援資金連帯保証人変更届 (様式

第14号) を知事に提出しなければならない｡

(届出)

第15条 略

２ 略

３ 借受者は､ 連帯保証人が死亡したとき又は破産宣

告を受けたことその他連帯保証人として適当でない

理由が生じたときは､ 新たに連帯保証人を立て､ 漁

業研修支援資金連帯保証人変更届 (様式第14号) を

知事に提出しなければならない｡

改 正 後 改 正 前

第10条 組合は､ 次の各号のいずれかに該当する事項

が発生したときは２週間以内に知事に報告しなけれ

ばならない｡

(１)～(５) 略

(６) 民法第70条又は第81条の規定による破産手続

開始の申立てをしようとするとき又は破産手続開

始の決定を受けたとき

第10条 組合は､ 次の各号の一に該当する事項が発生

したときは２週間以内に知事に報告しなければなら

ない｡

(１)～(５) 略

(６) 民法第70条又は第81条の規定による破産宣告

の請求をしようとするとき又は破産宣告を受けた

とき

改 正 後 改 正 前

(跡地防災保証)

第５条 条例第６条第３号の規則で定める保証 (以下

｢跡地防災保証｣ という｡) は､ 次に掲げる機関 (債

務超過になっていること､ 破産手続開始の決定を受

けたこと等により､ 当該保証を行う機関として適当

でないと知事が認めるものを除く｡) が行うものと

する｡

(１)及び(２) 略

２及び３ 略

(跡地防災保証)

第５条 条例第６条第３号の規則で定める保証 (以下

｢跡地防災保証｣ という｡) は､ 次に掲げる機関 (債

務超過になっていること､ 破産の宣告を受けたこと

等により､ 当該保証を行う機関として適当でないと

知事が認めるものを除く｡) が行うものとする｡

(１)及び(２) 略

２及び３ 略



附 則

この条例は､ 平成17年１月１日から施行する｡

鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則をここに公布する｡

平成16年12月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第91号

鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

(趣旨)

第１条 この規則は､ 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例 (平成16年鳥取県条例第67

号｡ 以下 ｢条例｣ という｡) の施行に関し､ 必要な事項を定めるものとする｡

(指定管理者の指定等の公表)

第２条 知事又は教育委員会 (以下 ｢知事等｣ という｡) は､ 条例第６条の規定により指定管理者を指定したと

きは､ 当該指定を受けた者の名称､ 主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を放送機関､ 新聞社､ 通信社その

他の報道機関に対する資料の提供､ 県公報又は県の広報紙への登載その他の方法 (以下 ｢資料提供等｣ という｡)

により公表するものとする｡

２ 知事等は､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消

したときは､ 当該指定を取り消された者の名称､ 主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を資料提供等により

公表するものとする｡

(変更の届出)

第３条 指定管理者は､ その名称､ 主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは､ 遅滞なく､ その旨を知

事等に届け出なければならない｡

２ 知事等は､ 前項の届出があったときは､ その内容を資料提供等により公表するものとする｡

(監事の設置)

第４条 指定管理者 (地方公共団体を除く｡) は､ 当該指定管理者の業務の執行及び財産の状況の監査を職務と

する理事以外の役員の職にある２人以上の者 (役員に準ずる職にある者を含む｡) に､ 次に掲げる職務を行わ

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日��

改 正 後 改 正 前

(埋戻し保証)

第５条 条例第６条第２号の規則で定める保証 (以下

｢埋戻し保証｣ という｡) は､ 次に掲げる機関 (債務

超過になっていること､ 破産手続開始の決定を受け

たこと等により､ 当該保証を行う機関として適当で

ないと知事が認めるものを除く｡) が行うものとす

る｡

(１)～(３) 略

２及び３ 略

(埋戻し保証)

第５条 条例第６条第２号の規則で定める保証 (以下

｢埋戻し保証｣ という｡) は､ 次に掲げる機関 (債務

超過になっていること､ 破産の宣告を受けたこと等

により､ 当該保証を行う機関として適当でないと知

事が認めるものを除く｡) が行うものとする｡

(１)～(３) 略

２及び３ 略



せるものとする｡

(１) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産及び業務の執行に係る状況を監査するこ

と｡

(２) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産の状況又は業務の執行について､ 法令､

定款若しくは寄附行為 (これらに相当するものを含む｡) に違反し､ 又は著しく不当な事項があると認める

ときは､ 指定管理者の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関 (以下 ｢総会等｣ という｡) 並びに知事

等へ報告すること｡

(３) 前号の報告をするために必要があると認めるときは､ 指定管理者の総会等の招集を請求し､ 又はこれを

招集すること｡

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する｡

平成16年12月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第92号

労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

第１条 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則 (平成12年鳥取県規則第７号)

の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県地方労働委員会事務局組織規程の一部改正)

第２条 鳥取県地方労働委員会事務局組織規程 (昭和27年鳥取県規則第100号) の一部を次のとおり改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日 ��

改 正 後 改 正 前

(公の意思の形成への参画に携わる職)

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は､ 次に

掲げる職とする｡

(１)～(５) 略

(６) 鳥取県労働委員会事務局組織規程 (昭和27年

鳥取県規則第100号) 第４条第１項の規定により

置かれる事務局長

(公の意思の形成への参画に携わる職)

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は､ 次に

掲げる職とする｡

(１)～(５) 略

(６) 鳥取県地方労働委員会事務局組織規程 (昭和

27年鳥取県規則第100号) 第４条第１項の規定に

より置かれる事務局長

改 正 後 改 正 前

鳥取県労働委員会事務局組織規程 鳥取県地方労働委員会事務局組織規程



(鳥取県行政組織規則の一部改正)

第３条 鳥取県行政組織規則 (昭和39年鳥取県規則第13号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県予算規則の一部改正)

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日��

(目的)

第１条 この規則は､ 労働組合法施行令 (昭和24年政

令第231号) に基づき､ 鳥取県労働委員会事務局の

組織に関する事項を定めることを目的とする｡

(事務局の分課)

第２条 鳥取県労働委員会事務局 (以下 ｢事務局｣ と

いう｡) に次の２課を置く｡

審査課

調整課

(職制)

第４条 事務局に､ 鳥取県労働委員会会長 (以下 ｢会

長｣ という｡) の同意を得て知事が任命する事務局

長､ 事務局次長､ 課長及び課長補佐を置く｡

２ 略

(職務)

第５条 事務局長は､ 鳥取県労働委員会の権限につい

ては会長の､ 知事の権限に属する事項については知

事の命を受け､ 職員を指揮監督し､ 事務局の事務を

処理する｡

２～５ 略

(目的)

第１条 この規則は､ 労働組合法施行令 (昭和24年政

令第231号) に基き､ 鳥取県地方労働委員会事務局

の組織に関する事項を定めることを目的とする｡

(事務局の分課)

第２条 鳥取県地方労働委員会事務局 (以下 ｢事務局｣

という｡) に次の２課を置く｡

審査課

調整課

(職制)

第４条 事務局に､ 鳥取県地方労働委員会会長 (以下

｢会長｣ という｡) の同意を得て知事が任命する事務

局長､ 事務局次長､ 課長及び課長補佐を置く｡

２ 略

(職務)

第５条 事務局長は､ 鳥取県地方労働委員会の権限に

ついては会長の､ 知事の権限に属する事項について

は知事の命を受け､ 職員を指揮監督し､ 事務局の事

務を処理する｡

２～５ 略

改 正 後 改 正 前

(商工労働部各課の所掌事務)

第11条 商工労働部の各課の所掌事務は､ 次のとおり

とする｡

経済政策課～産業技術センター 略

労働雇用課

(１)～(６) 略

(７) 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関す

る条例 (平成14年鳥取県条例第６号｡ 以下 ｢個別

労働紛争解決条例｣ という｡) の施行に関するこ

と (労働委員会の所掌に属するものを除く｡)｡

(商工労働部各課の所掌事務)

第11条 商工労働部の各課の所掌事務は､ 次のとおり

とする｡

経済政策課～産業技術センター 略

労働雇用課

(１)～(６) 略

(７) 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関す

る条例 (平成14年鳥取県条例第６号｡ 以下 ｢個別

労働紛争解決条例｣ という｡) の施行に関するこ

と (地方労働委員会の所掌に属するものを除く｡)｡



第４条 鳥取県予算規則 (昭和39年鳥取県規則第36号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例等に基づく事務の一部を地方労働委員会に委任する規則の

一部改正)

第５条 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例等に基づく事務の一部を地方労働委員会に委任する

規則 (平成14年鳥取県規則第15号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日 ��

改 正 後 改 正 前

(定義)

第２条 この規則において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

(１) 主務部長 知事部局の部長 (防災監及び文化

観光局長を含む｡)､ 出納局長､ 議会事務局長､ 教

育長､ 人事委員会事務局長､ 監査委員事務局長､

労働委員会事務局長及び警察本部長をいう｡

(２) 主管課長 知事部局､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局､ 人事委員会事務局､ 監査委員

事務局､ 労働委員会事務局及び警察本部において

部局内の予算に関する事務を所掌する課の長をい

う｡

(３) 主務課長 知事部局､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局､ 人事委員会事務局､ 監査委員

事務局､ 労働委員会事務局及び警察本部の課 (出

納機関を除き､ 課に相当するものを含む｡) の長

をいう｡

(４) 略

(定義)

第２条 この規則において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

(１) 主務部長 知事部局の部長 (防災監及び文化

観光局長を含む｡)､ 出納局長､ 議会事務局長､ 教

育長､ 人事委員会事務局長､ 監査委員事務局長､

地方労働委員会事務局長及び警察本部長をいう｡

(２) 主管課長 知事部局､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局､ 人事委員会事務局､ 監査委員

事務局､ 地方労働委員会事務局及び警察本部にお

いて部局内の予算に関する事務を所掌する課の長

をいう｡

(３) 主務課長 知事部局､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局､ 人事委員会事務局､ 監査委員

事務局､ 地方労働委員会事務局及び警察本部の課

(出納機関を除き､ 課に相当するものを含む｡) の

長をいう｡

(４) 略

改 正 後 改 正 前

鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する

条例等に基づく事務の一部を労働委員会に委任

する規則

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第180条の２の

規定に基づき､ 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進

に関する条例 (平成14年鳥取県条例第６号) 及び鳥取

県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例施行規

則 (平成14年鳥取県規則第14号) の規定による知事の

権限に属する事務のうち､ 同条例第４条第１項のあっ

鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する

条例等に基づく事務の一部を地方労働委員会に

委任する規則

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第180条の２の

規定に基づき､ 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進

に関する条例 (平成14年鳥取県条例第６号) 及び鳥取

県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例施行規

則 (平成14年鳥取県規則第14号) の規定による知事の

権限に属する事務のうち､ 同条例第４条第１項のあっ



(鳥取県会計規則の一部改正)

第６条 鳥取県会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

(鳥取県物品事務取扱規則の一部改正)

第７条 鳥取県物品事務取扱規則 (昭和39年鳥取県規則第12号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日��

せんに関する事務 (同規則第２条の規定によるあっせ

ん申請書の受理に関する事務を除く｡) を鳥取県労働

委員会に委任する｡

せんに関する事務 (同規則第２条の規定によるあっせ

ん申請書の受理に関する事務を除く｡) を鳥取県地方

労働委員会に委任する｡

改 正 後 改 正 前

(定義)

第２条 この規則において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

(１) 部 知事部局の各部局､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局､ 人事委員会事務局､ 監査委員

事務局､ 労働委員会事務局並びに警察本部をいう｡

(２)～(７) 略

(旅費出納員)

第５条の２ 前条の出納員に加え､ 部に旅費 (旅行命

令簿によるものに限る｡) に係る支出負担行為の確

認及び支出に関する事務を行わせる出納員 (以下

｢旅費出納員｣ という｡) を置き､ 次の各号に掲げる

部の区分に応じ､ それぞれ当該各号に定める者をもっ

て充てる｡

(１)～(６) 略

(７) 労働委員会事務局 審査課長の職にある者

(８) 略

２及び３ 略

(定義)

第２条 この規則において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

(１) 部 知事部局の各部局､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局､ 人事委員会事務局､ 監査委員

事務局､ 地方労働委員会事務局並びに警察本部を

いう｡

(２)～(７) 略

(旅費出納員)

第５条の２ 前条の出納員に加え､ 部に旅費 (旅行命

令簿によるものに限る｡) に係る支出負担行為の確

認及び支出に関する事務を行わせる出納員 (以下

｢旅費出納員｣ という｡) を置き､ 次の各号に掲げる

部の区分に応じ､ それぞれ当該各号に定める者をもっ

て充てる｡

(１)～(６) 略

(７) 地方労働委員会事務局 審査課長の職にある

者

(８) 略

２及び３ 略

改 正 後 改 正 前

(物品出納員)

第５条 知事は､ 知事部局の本庁各課 (課に相当する

ものを含み､ 商工労働部産業技術センター及び農林

(物品出納員)

第５条 知事は､ 知事部局の本庁各課 (課に相当する

ものを含み､ 商工労働部産業技術センター及び農林



附 則

この規則は､ 平成17年１月１日から施行する｡

現業職員就業規則及び現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成16年12月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第93号

現業職員就業規則及び現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

(現業職員就業規則の一部改正)

第１条 現業職員就業規則 (昭和45年鳥取県規則第67号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下この条において ｢移動条｣ という｡) に対応する

同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下この条において ｢移動後条｣ という｡) が存在する場

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日 ��

水産部農業大学校を除く｡ 以下同じ｡)､ 出納局､ 議

会事務局､ 教育委員会事務局の各課等 (課に相当す

るものを含む｡ 以下同じ｡)､ 人事委員会事務局､ 監

査委員事務局､ 労働委員会事務局及び警察本部の会

計課に物品出納員を置く｡

２ 略

３ 物品出納員は､ 次に定める者をもってこれに充て

る｡

(１)～(４) 略

(５) 労働委員会事務局にあっては､ 庶務事務を担

当する課長の職にある者

(６) 略

４ 略

(物品保管主任)

第５条の２ 知事は､ 使用中の物品の保管を行わせる

ため､ 知事部局の本庁各課､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局の各課等､ 人事委員会事務局､ 監

査委員事務局及び労働委員会事務局 (以下 ｢本庁各

課等｣ という｡)､ 警察本部の各課並びに鳥取県会計

規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) 第２条第２号に

規定する機関､ 商工労働部産業技術センター及び農

林水産部農業大学校並びに鳥取県東部福祉保健局八

頭支局 (以下 ｢機関等｣ という｡) に物品保管主任

を置く｡

２ 略

水産部農業大学校を除く｡ 以下同じ｡)､ 出納局､ 議

会事務局､ 教育委員会事務局の各課等 (課に相当す

るものを含む｡ 以下同じ｡)､ 人事委員会事務局､ 監

査委員事務局､ 地方労働委員会事務局及び警察本部

の会計課に物品出納員を置く｡

２ 略

３ 物品出納員は､ 次に定める者をもってこれに充て

る｡

(１)～(４) 略

(５) 地方労働委員会事務局にあっては､ 庶務事務

を担当する課長の職にある者

(６) 略

４ 略

(物品保管主任)

第５条の２ 知事は､ 使用中の物品の保管を行わせる

ため､ 知事部局の本庁各課､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局の各課等､ 人事委員会事務局､ 監

査委員事務局及び地方労働委員会事務局 (以下 ｢本

庁各課等｣ という｡)､ 警察本部の各課並びに鳥取県

会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) 第２条第２

号に規定する機関､ 商工労働部産業技術センター及

び農林水産部農業大学校並びに鳥取県東部福祉保健

局八頭支局 (以下 ｢機関等｣ という｡) に物品保管

主任を置く｡

２ 略



合には､ 当該移動条を当該移動後条とし､ 移動後条に対応する移動条が存在しない場合には､ 当該移動後条

(以下この条において ｢追加条｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (条の表示を除く｡ 以下この条において ｢改正部分｣ という｡)

を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (条の表示及び追加条を除く｡) に改める｡

(現業職員の給与に関する規則の一部改正)

第２条 現業職員の給与に関する規則 (昭和32年鳥取県規則第46号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下この条において ｢移動条｣ という｡) に対応する

同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下この条において ｢移動後条｣ という｡) が存在する場

合には､ 当該移動条を当該移動後条とし､ 移動後条に対応する移動条が存在しない場合には､ 当該移動後条

(以下この条において ｢追加条｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (条の表示を除く｡ 以下この条において ｢改正部分｣ という｡)

を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (条の表示及び追加条を除く｡) に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日��

改 正 後 改 正 前

(育児部分休業)

第３条 職員の育児部分休業 (当該職員がその３歳に

満たない子を養育するため１日の勤務時間の一部を

勤務しないことをいう｡) については､ 地方公務員

の育児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号)

第９条の規定の適用を受ける者の例によるものとす

る｡

(修学部分休業)

第４条 職員の修学部分休業 (当該職員が修学のため､

１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを

いう｡) については､ 地方公務員法 (昭和25年法律

第261号) 第26条の２の規定の適用を受ける者の例

によるものとする｡

(旅費)

第５条 略

(衛生管理等)

第６条 略

(部分休業)

第３条 職員の部分休業 (当該職員がその３歳に満た

ない子を養育するため１日の勤務時間の一部を勤務

しないことをいう｡) については､ 地方公務員の育

児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号) 第

９条の規定の適用を受ける者の例によるものとす

る｡

(旅費)

第４条 略

(衛生管理等)

第５条 略

改 正 後 改 正 前

(給料の調整額)

第２条の２ 略

２ 職員の給料の調整額は､ 当該職員に適用される職

員の区分及び職務の級に応じて別表第１の３に掲げ

る調整基本額にその者に係る別表第１の２の調整数

(給料の調整額)

第２条の２ 略

２ 職員の給料の調整額は､ 当該職員に適用される職

員の区分及び職務の級に応じて別表第１の３に掲げ

る調整基本額にその者に係る別表第１の２の調整数



附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成16年12月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第94号

鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則
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欄に掲げる調整数を乗じて得た額 (地方公務員法第

28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員 (以下 ｢短時間勤務職員｣ という｡) にあって

は､ その額に職員の給与に関する条例 (昭和26年鳥

取県条例第３号｡ 以下 ｢給与条例｣ という｡) の適

用を受ける短時間勤務職員の例によりその者の勤務

時間に応じて得た数 (以下 ｢勤務割合｣ という｡)

を乗じて得た額とし､ その額に１円未満の端数があ

るときは､ その端数を切り捨てた額とする｡) とす

る｡ ただし､ その額が給料月額の100分の25を超え

るときは､ 給料月額の100分の25に相当する額 (短

時間勤務職員について､ その額に１円未満の端数が

あるときは､ その端数を切り捨てた額) とする｡

(初任給､ 昇格及び昇給の基準)

第３条の２ 略

２～４ 略

５ 短時間勤務職員の給料月額は､ 第１項から前項ま

での規定にかかわらず､ これらの規定による給料月

額に､ 勤務割合を乗じて得た額とする｡

(修学部分休業取得中の給与)

第８条 職員が現業職員就業規則 (昭和45年鳥取県規

則第67号) 第４条に規定する修学部分休業の承認を

受けて勤務しない場合の給与については､ 地方公務

員法第26条の２の規定の適用を受ける者の例による｡

(雑則)

第９条 略

欄に掲げる調整数を乗じて得た額 (地方公務員法第

28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員 (以下 ｢再任用短時間勤務職員｣ という｡) に

あっては､ その額に職員の給与に関する条例 (昭和

26年鳥取県条例第３号｡ 以下 ｢給与条例｣ という｡)

の適用を受ける再任用短時間勤務職員の例によりそ

の者の勤務時間に応じて得た数 (以下 ｢勤務割合｣

という｡) を乗じて得た額とし､ その額に１円未満

の端数があるときは､ その端数を切り捨てた額とす

る｡) とする｡ ただし､ その額が給料月額の100分の

25を超えるときは､ 給料月額の100分の25に相当す

る額 (再任用短時間勤務職員について､ その額に１

円未満の端数があるときは､ その端数を切り捨てた

額) とする｡

(初任給､ 昇格及び昇給の基準)

第３条の２ 略

２～４ 略

５ 再任用短時間勤務職員の給料月額は､ 前項の規定

にかかわらず､ 同項の規定による給料月額に､ 勤務

割合を乗じて得た額とする｡

(雑則)

第８条 略



鳥取県行政組織規則 (昭和39年鳥取県規則第13号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号 (以下 ｢追加号｣ という｡) を加える｡

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (追加号を除く｡) を加える｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡

附 則

この規則は､ 平成17年１月１日から施行する｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第196号平成16年12月28日 火曜日��

改 正 後 改 正 前

(局及び課並びに内部組織の設置)

第６条 次の表の左欄に掲げる部等に､ 同表の中欄に

掲げる局及び課を置き､ 課に内部組織として同表の

右欄に掲げる係等を置く｡

(局及び課並びに内部組織の設置)

第６条 次の表の左欄に掲げる部等に､ 同表の中欄に

掲げる局及び課を置き､ 課に内部組織として同表の

右欄に掲げる係等を置く｡

部等 局及び課 内 部 組 織 部等 局及び課 内 部 組 織

略 略

県土整

備部

略 県土整

備部

略

旧中部ダム

予定地域振

興課

旧中部ダム

予定地域振

興課

市瀬地区生

活安定推進

室

略 略

(県土整備部各課の所掌事務)

第13条 県土整備部各課の所掌事務は､ 次のとおりと

する｡

管理課～旧中部ダム予定地域振興課 略

市瀬地区生活安定推進室

(１) 智頭町市瀬地区の住民生活の安定に資する事

業の総括に関すること｡

(２) 智頭町市瀬地区等における災害復旧事業の調

整に関すること｡

(３) 智頭町市瀬地区等における地すべり等の監視

及び観測に関すること｡

空港港湾課及び建築課 略

(県土整備部各課の所掌事務)

第13条 県土整備部各課の所掌事務は､ 次のとおりと

する｡

管理課～旧中部ダム予定地域振興課 略

空港港湾課及び建築課 略

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】
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